
（関連分野） 

定住外国人への日常生活支援 

（事業の名称） 

定住外国人の子どもに対する日本語教育等の支援 

（関係省庁名） 

文部科学省 

事業の概要 

（事業内容） 

公立学校に在籍する外国人児童生徒への日本語指導や適応指導の支援及び外国人の

子どもの就学を促進するための活動の実施に必要な人材の確保を図るため、日系ブラ

ジル人等の定住外国人を含む地域人材を活用する。 

実施内容： 

○学校に外国人児童生徒支援員等を配置し、学校への日本語指導の際の補助や

学校と保護者との連絡調整等を行う。 

○教育委員会に就学相談員等を配置し、外国人の保護者等に対し学校入学の手

続きや就学に関する相談に対応したり、地域の就学支援活動を行うなどの取

組を実施する。 
 

（必要な人員・雇用数等） 

外国人児童生徒支援員等については、日本語指導や教科指導に関する知識や経験を

持つ人材や、外国語が使用可能な人材を雇用することが望ましい。 

就学相談員等については、日本の学校への就学手続きや日本の学校教育に関する基

本的な知識を持つ人材や、外国語が使用可能な人材を雇用することが望ましい。 

 

（委託費水準） 

雇用を行う人材に応じて、地方公共団体が自由に設定。 

（事業展開に必要となる事項・規制緩和など）制度改正を要する事項は特に存在しない。

（期待される効果） 

定性的効果： 

外国人児童生徒支援員等：学校における外国人児童生徒の受入体制が進み、公立学校

への就学を希望する外国人が増加する。 

就学相談員等：公立学校への就学が促進され、不就学の子どもの数が減少する。 

（先行事例） 

外国人児童生徒支援員等については、平成２０年度より「帰国・外国人児童生徒受入

促進事業」で実施している。就学相談員等については、平成１９年度～２０年度に同事

業で実施している。 

（期間後の取扱い）引き続き、市町村等において雇用されることが望ましい。 

（関係省庁担当者連絡先） 

文部科学省初等中等教育局国際教育課 課長補佐 山下恭徳 / 係員 川窪百合子 

  電話番号：03-6734-2440 / ファックス：03-6734-3738 

 


